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1．プロ契約制度

1－1 プロ契約制度の概要

1－2 対象
ＪＦＡに登録するすべての選手を対象とする。

1－3 プロＡ契約・プロＢ契約

①契約締結条件

次のいずれかを満たすことをプロＡ契約およびプロＢ契約の締結条件とする。
a試合出場
◆Ｊ１　　：　　450分
◆Ｊ２　　：　　900分
◆ＪＦＬ　： 1,350分

sプロＣ契約３年経過

②対象となる試合

aリーグ別対象試合
◆Ｊ１　　：　リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯
◆Ｊ２　　：　リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯
◆ＪＦＬ　：　リーグ戦、スーパーカップ、天皇杯

プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について

※試合出場時間は公式記録によるものとする。ただし、出場時間が1分未
満の場合（記録上は0分）は、1分としてカウントする。

選手種類 人数制限 契約可 
能年数 

登録 
区分 

契約締結 
条件 報酬 移籍金の上限 

右記の契約締結 
条件を満たし、 
クラブとプロA 
契約を締結した 
選手 

25名 
以内 

制限 
なし 

制限 
なし 

制限 
なし 

制限 
なし 

制限 
なし 

制限 
なし 

制限 
なし 

規定試合 
出場または 
プロC契約 
を3年経過 

初契約は次の通り 
基本報酬 
　700万円/年以下 
変動報酬 
　制限なし。 
　本文1─3④参照 
　次年度以降の契約は 
　全てに制限なし 

移籍金算出基準 

同上 

なし 

なし 

─ ─ 

─ ─ 

─ ─ ─ 

プロA契約締結 
条件を満たした 
が、プロA契約 
を締結しないプ 
ロ契約選手 

基本報酬 
　480万円/年以下 
変動報酬 
　制限なし。ただし、 
　出場プレミアムを設定 
　する場合は5万円/試 
　合以下とする 

基本報酬 
　480万円/年以下 
変動報酬 
　出場プレミアム（5万円/ 
　試合以下）・勝利プレミ 
　アムのみ可 

30万円× 
在籍年数 

30万円× 
在籍年数 

トレーニング 
費用請求基準 

本文3─2② 
（3）参照 

初契約 
から 
3年間 

プロA契約締結 
条件を満たして 
いないプロ契約 
選手 
（短期の練習生 
等もこの書式を 
使用） 

その他 

統一契約以外の契約を締結した 
外国籍選手 

法人と雇用契約のみを締結した 
選手（社員選手） 

プロA選手 
として扱う 

制限なし 

アマチュア 
選手 

報酬または利益を目的とすること 
なくプレーする選手 

統
一
契
約
選
手 プ

　
ロ 

プロA選手 

プロB選手 

プロC選手 

契約書の色 
ホワイト 

契約書の色 
ブルー 

契約書の色 
グリーン 

ア
マ
チ
ュ
ア 

 



167

※１　天皇杯の出場実績は、Ｊ１・Ｊ２・ＪＦＬに所属するクラブの第１種チームのメンバーとして出場
した場合に限り、カウントする。

※２　ＪＦＬに加盟している大学チームに所属する選手の出場実績は、上記いずれの大会においてもカウ
ントしない。

※３　特別指定選手が、上記のリーグ別対象試合にＪクラブの選手として出場した場合、プロＡ契約およ
びプロＢ契約締結条件の出場実績としてカウントする。

sＪ１の対象試合と同様にカウントする試合および大会
◆日本代表Ａマッチ（ＦＩＦＡが認定する代表チーム同士の試合）
◆オリンピックサッカー競技およびオリンピックサッカー競技アジア地区２次予選、最終予選
◆アジア競技大会
◆ＦＩＦＡワールドユース選手権大会本大会
◆ＡＦＣチャンピオンズリーグ
◆Ａ３チャンピオンズカップ
◆上記以外にＦＩＦＡ、ＡＦＣが主催するチャンピオンクラブを出場対象とした大会
※海外のプロリーグでの実績評価については別途定める。

③試合出場時間換算方法

移籍およびクラブの昇降格により、選手の所属するリーグが変更となる場合、既に出場している時間は次の
ように換算する。
aＪ１　から　Ｊ２　へ変更　⇒　Ｊ１　での出場時間を　2.0倍に換算
sＪ１　から　ＪＦＬへ変更　⇒　Ｊ１　での出場時間を　3.0倍に換算
dＪ２　から　ＪＦＬへ変更　⇒　Ｊ２　での出場時間を　1.5倍に換算
fＪ２　から　Ｊ１　へ変更　⇒　Ｊ２　での出場時間を　1/2 に換算
gＪＦＬから　Ｊ１　へ変更　⇒　ＪＦＬでの出場時間を　1/3 に換算
hＪＦＬから　Ｊ２　へ変更　⇒　ＪＦＬでの出場時間を　2/3 に換算

④プロＡ契約の報酬

a原則として制限はないが、初めてプロＡ契約を締結する場合のみ、その基本報酬は700万円/年を超えては
ならず、変動報酬は本制度の主旨を逸脱しない範囲で設定しなければならない。なお年度途中でプロＡ契
約に変更した場合、当該残存年度における契約が、700万円/年の制限対象となる。

sプロC契約締結時にプロA契約２年目以降の報酬について約束してはならない。

⑤プロＢ契約の報酬

aプロＢ契約の基本報酬は480万円/年を超えてはならない。
s変動報酬は自由に設定できる。ただし、出場プレミアムを設定する場合は５万円/試合以下とする。

1－4 プロＣ契約

①プロＣ契約の締結（図－１）

1－3①の試合出場時間を満たしていないアマチュア選手、社員選手がプロ契約を締結する場合、必ずプロ
Ｃ契約を締結しなければならない。

②契約可能期間

プロＣ契約を締結できる期間は、アマチュア選手、社員選手から初めてプロＣ契約を締結して３年間とする。
３年を経過した後に引き続きプロ契約を締結する場合は、プロＡ契約またはプロＢ契約を締結しなければなら
ない。
※プロＣ選手が契約３年未満で他クラブへ移籍する場合、それまでのプロＣ契約経過年月日は移籍後も引き継
がれる。

③プロＣ契約の報酬

aプロC契約の基本報酬は480万円/年を超えてはならない。
s変動報酬は出場プレミアムおよび勝利プレミアムに限り設定することができる。ただし、出場プレミアム
は５万円/試合以下とし、勝利プレミアムはクラブにおけるプロＡ契約の勝利プレミアムの最低金額を上
回ってはならず、本制度の主旨を逸脱するものであってはならない。
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図－１＜アマチュアから初めてプロ契約を締結する時の流れ＞

1－5 外国籍選手

①登録数

プロ契約を締結した外国籍選手の登録は１チーム３名以内（以下｢３名枠｣という）とする。ただし、アマチ
ュア選手または20才未満のプロＣ選手を登録する場合は、ＪＦＡの規定で認められている５名まで（以下｢５
名枠｣という）登録できる。なおクラブが外国籍選手と契約のみ締結し登録しない場合、事前に所属するリー
グの承認を得るものとする。

②登録数の例外措置

次の条件を具備する選手は、事前に所属するリーグの承認を得た場合に限り、「３名枠」または「５名枠」
の対象外とする。ただし、いずれの場合も外国籍選手総数で５名を超えて登録してはならない。
aアマチュアまたはプロＣ契約の外国籍選手が、年度途中でプロＣ契約以外の契約に移行する場合、その年
度に限り「３名枠」を超えて登録できる。ただし、外国籍選手総数で５名を超えて登録してはならず、ま
た事前に所属するリーグの承認を得なくてはならない。

sケガ、疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手について、事前に所属するリーグの承認を得た
場合、その年度に限り、プロ契約を保持したまま登録を抹消することができる。

③契約書式

クラブは、外国籍選手とプロ契約を締結する場合、統一契約またはそれに準ずる契約により締結しなければ
ならない。

④外国籍選手とプロＣ契約を締結する際の注意事項

上記②に述べられているプロＣ選手の登録に関する優遇措置は、実績のない若年層選手と契約することを容
易にするために例外的取扱いとして認められたものである。よって、その契約のために、契約金・移籍金・そ
の他多額の経費を要するものであってはならない。

1－6 選手の登録数

①プロＡ選手の登録数

a選手登録できるプロＡ選手は、第２種（ユース）登録選手も含め、クラブ全体で25名以内（以下｢25名
枠｣という）とする。

s外国籍選手は｢25名枠｣の対象とする。ただし、外国籍のアマチュア選手およびプロＣ選手は除く。
dAFCチャンピオンズリーグに出場するクラブは、当該年度（２月～１月）に限り、プロＡ契約選手の
「25名枠」を「27名枠」とする。

②プロＡ選手以外の登録数

プロＢ選手、プロＣ選手、社員選手、アマチュア選手の登録数は制限しない。

③｢25名枠｣の例外

a年度途中のプロＡ契約への変更
アマチュアまたはプロＣ選手が年度途中でプロＡ契約に移行した場合、その年度に限り｢25名枠｣の対象
外とする（外国籍選手も同様）。ただし、プロＢ選手が年度途中でプロＡ契約に移行した場合は、｢25名
枠｣の対象とする。

s自クラブの下部組織出身および在籍選手
自クラブの下部組織のチームにアマチュア選手として１年以上在籍し、かつ継続して同クラブのチームに
在籍している選手がプロＡ契約を締結した場合、プロＡ契約に移行した年度を含め、３年度｢25名枠｣の
対象外とする。ただし、外国籍選手はこれに含まない。

dケガ・疾病等

アマチュア選手 
契約締結時に規 
定試合出場時間 
を満たしている 

クラブにプロAの意 
思あり プロA

プロC プロB

YES YES

NO NO
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ケガ・疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手は、その年度は｢25名枠｣の対象外とする。（要
医師の診断書）

f海外研修からの帰国
所属リーグに事前に通知し、海外研修している選手が、日本の年度途中に帰国し、再登録する場合、その
年度に限り｢25名枠｣の対象外とする。ただし、年度最初の公式試合前に帰国した場合は、｢25名枠｣の対
象とする。

g期限付移籍の選手
期限付移籍の選手は移籍先クラブでは｢25名枠｣の対象とし、移籍元クラブでは対象外とする。

hその他
上記に該当しない場合は、Ｊリーグ理事会でその措置を決定する。（ＪＦＬにも関係する場合は、ＪＦＡ
理事会で決定する）
※｢25名枠｣の対象外となっているプロＡ選手が他クラブへ移籍する場合、移籍先クラブにおいては｢25名
枠｣の対象となる。

1－7 他クラブのユース選手への接触

①ユース選手の育成およびプロ契約締結に関する妨害の禁止

クラブによる、自クラブのユース選手の育成およびプロ契約締結に関し、他クラブはそれを妨げてはならない。

②クラブの承諾

クラブが他クラブのユース選手へのスカウト活動を行なう場合は、活動を始める前に必ずその選手が所属す
るクラブの承諾を得なければならない。

1－8 契約更新
翌年１月31日に満了するプロ契約を締結している選手の契約更新手続きは次のとおりとする。

①クラブから選手への契約更新通知

クラブは選手に対し、契約期間が満了する年の前年の11月30日までに、翌年度以降の契約条件を「契約更新
に関する通知書」（書式Ａ）により通知しなければならない。

②クラブと選手の契約交渉

aクラブは上記①の通知後、すみやかに選手との交渉の場を設定し、12月31日までに、翌年度以降の契約条
件についての話し合いを終えなければならない。ただし、クラブが契約更新しない旨の通知をした場合は、
その限りではない。

s12月31日までに、更新通知に対する選手からの返答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみ
なす。

③選手契約の締結

クラブと選手は、翌年度以降の契約条件について合意した場合、すみやかに契約を締結し、その写しをＪリ
ーグに提出しなければならない。

④最終提示額証明書の発行

クラブと選手との交渉が決裂し、契約更新しないことが確定した場合、クラブは当該選手に対し、ただちに、
交渉の場において最終的に提示した報酬額を明記した「最終提示額証明書」（書式Ｃ）を発行し、同書類をＪ
リーグに提出しなければならない。

⑤移籍リストへの登録

a12月31日までに、クラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、クラブはただち
に、当該選手を移籍リストに登録しなければならない。

s12月31日までに、契約更新の最終合意に至らなかったが、選手に契約更新の意思がある場合、選手とクラ
ブの合意があれば、移籍リストへの登録を延期することができる。

d移籍リストへの登録申請は「移籍リスト登録申請書」（書式Ｂ）により行なう（以下も同様）。

⑥他クラブとの交渉

移籍リストに登録された選手は、自由に他クラブと交渉できる。

⑦プロＡ契約を更新または締結する場合の特記事項

aクラブの専属交渉期間
イ．12月31日までの期間を、クラブの専属交渉期間とする。
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ロ．クラブの専属交渉期間中は、選手は他のクラブと移籍に関する交渉を行なってはならず、他クラブも
当該選手と移籍の交渉その他一切の接触をしてはならない。

s再交渉
クラブとの交渉が決裂し、移籍リストに登録された選手は、現所属クラブから申し入れがあった場合に限
り、当該クラブと再度交渉することができる。その場合、クラブは当初提示した報酬額を減額することが
できる。

⑧プロＢ契約を更新する場合の特記事項

プロＢ契約の更新の場合、クラブは、選手と契約条件の交渉中であっても、当該選手が希望すれば、ただち
に、移籍リストに登録しなければならない。その場合、クラブの当該選手に対する契約締結義務は消失する。
また、当該選手は移籍リストに登録されたとしても、クラブと交渉を続けることができるが、クラブは当初提
示した報酬額を減額することができる。

⑨プロＣ契約を更新する場合の特記事項

aクラブが前年を下回らない契約条件の更新通知をした場合
クラブが選手に対し、前年を下回らない契約条件の更新通知をした場合、原則として、選手は同クラブに
おいて契約しなければならない。

sクラブが前年を下回る契約条件の更新通知をした場合
クラブが選手に対し、前年を下回る契約条件の更新通知をした場合、更新手続きはプロＢ契約を更新する
場合（上記①～⑥、⑧）と同様とする。

1－9 契約更新しない場合の手続き

①クラブから選手への通知

クラブは選手に対し、契約期間が満了する年の前年の11月30日までに、契約更新しない旨を「契約更新に関
する通知書」（書式Ａ）により通知しなければならない。

②移籍リストへの登録

クラブは選手への通知後、ただちに、当該選手を移籍リストに登録しなければならない。

1－10 年度途中の契約変更（図－２、図－３）
プロＣ選手が年度途中にプロＡ契約締結条件を満たし、クラブがプロＡ契約またはプロＢ契約を締結しよう
する場合の手続きは次のとおりとする。また、プロＢ契約からプロＡ契約への変更は、クラブと選手の合意が
あれば、随時行なうことができる。ただし、１－６③「25名枠」の例外に当てはまらない場合、当該選手は
「25名枠」の対象とする。

①クラブから選手への契約変更通知

aプロＣ選手が年度途中でプロＡ契約締結条件を満たした場合、クラブは選手に対し、条件を満たした試合
日の翌日から３日以内に、プロＡ契約またはプロＢ契約への変更およびその契約条件を「契約変更に関す
る通知書」（書式Ｅ）により通知しなければならない。

s aの契約条件は、プロＣ契約時の契約条件を下回ってはならない。

②クラブと選手の契約交渉

a選手が上記変更通知を受け取った日の翌日から、原則として７日までをクラブと選手との交渉期間とする。
sクラブが基本報酬480万円（年額）以上の条件でプロＡ契約締結の意思を示した場合、選手は同クラブに
おいて契約することを原則とする。

dクラブが基本報酬480万円（年額）未満の条件でプロＡ契約締結の意思を示した場合、選手は自らの選択
において、プロＢ契約の締結、または現プロＣ契約の残存期間までの継続を請求することができる。

fクラブがプロＢ契約を提示した場合、選手は自らの選択において、現プロＣ契約の残存期間までの継続を
請求することができる。

gクラブがプロＡ契約を提示し、交渉が決裂した場合、現プロＣ契約が期間満了まで継続される。

③移籍リストへの登録

クラブがプロＡ契約を提示しなかった場合に限り、選手は移籍リストへの登録を請求することができ、契約
期間中においても、移籍することが可能となる。ただしその場合の移籍金は、30万円×在籍年数を上限とする。

④契約日

クラブと選手が新契約に合意した場合、その契約日は、当該選手がプロＡ契約締結条件を満たした試合日の
翌日とする。
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図－2＜年度途中にプロＣ契約からプロＡ契約への契約変更を通知する場合＞

図－3＜年度途中にプロＣ契約からプロＢ契約への契約変更を通知する場合＞

1－11 契約変更月の報酬の計算方法

①契約変更月の基本報酬の考え方（図－４）

契約変更月の基本報酬は、契約日を起点に新・旧の報酬をそれぞれ日割り計算する。（当月暦日数による）

②新・旧報酬の差額の支払い

契約の合意が、当月の報酬の支払いに間に合わなかった場合は、次月にその差額を支払う。

図－4＜契約変更月の基本報酬計算方法（試合日が5月5日の場合）＞

〔試合日〕 

〔試合日＋3日〕 

〔通知日＋7日〕 

プロB契約締結 

選手がプロA契約締 
結条件を満たした 

クラブがプロB契約へ 
の変更を選手に通知 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

決裂 

合意 

現プロC契約 
を期間満了ま 
で継続または 
移籍 

※契約日は試合日の 
　翌日にさかのぼる 

基本報酬480万円以上の提示の場合 （プロB契約の選択不可） 

〔試合日〕 

〔試合日＋3日〕 

〔通知日＋7日〕 
決裂 

合意 

プロA契約締結 

※基本報酬480万円以 
　上のプロA契約を提 
　示された場合、原則 
　として選手はクラブ 
　と契約を締結しなけ 
　ればならない 

選手がプロA契約 
締結条件を満たし 
た 

クラブが基本報酬 
480万円以上のプロ 
A契約への変更を選 
手に通知 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

現プロC契約 
を期間満了ま 
で継続 

※契約日は試合日の 
　翌日にさかのぼる 

基本報酬480万円未満の提示の場合 （プロB契約の選択可） 

〔試合日〕 

〔試合日＋3日〕 

〔通知日＋7日〕 
決裂 

合意 

プロA契約締結 

※基本報酬480万円未 
　満のプロA契約を提 
　示された場合、選手 
　はプロB契約締結ま 
　たはプロC契約の継 
　続を選択できる。 

選手がプロA契約 
締結条件を満たし 
た 

クラブが基本報酬 
480万円未満のプロ 
A契約への変更を選 
手に通知 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

プロB契約締結 
または現プロC 
契約を期間満了 
まで継続 

※契約日は試合日の 
　翌日にさかのぼる 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

40万円 40万円 40万円 50万円 50万円 50万円 

基本報酬480万円/年 基本報酬600万円/年 

5    6

40万円×  5日/31日＝   64，517円 
50万円×26日/31日＝ 419，355円 
合計  483，872円 
                   （小数点以下切り上げ） 
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1－12 プロＣ契約３年経過後にプロＡ契約またはプロＢ契約に変更する場合（図－5、図－6）

①クラブから選手への通知

クラブは選手に対し、プロＡ契約またはプロＢ契約を締結する意思およびその契約条件を、「契約更新に関
する通知書」（書式Ａ）（（書式Ｅ）ではない）により、以下の期日までに通知しなければならない。
イ．１月31日に満了する契約を締結した場合は、その前年の11月30日まで
ロ．１月31日以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の２ヶ月前まで

②クラブの専属交渉期間

aクラブが選手に対し、プロＡ契約締結の意思を示した場合、以下の期日までをクラブの専属交渉期間とする。
イ．１月31日に満了する契約を締結した場合は、その前年の12月31日まで
ロ．１月31日以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の１ヶ月前まで

sクラブの専属交渉期間中は、選手は他のクラブと移籍に関する交渉を行なってはならず、他クラブも当該
選手と移籍の交渉その他一切の接触をしてはならない。
※クラブが選手に対し、プロＢ契約の提示をした場合、クラブの専属交渉期間は設定されない。

③選手からクラブへの諾否の通知

a選手はクラブに対し、以下の期日までに諾否を通知しなければならない。
イ．１月31日に満了する契約を締結した場合は、その前年の12月31日まで
ロ．１月31日以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の１ヶ月前まで

sクラブが基本報酬480万円（年額）以上の条件でプロＡ契約締結の意思を示した場合、選手は同クラブに
おいて契約することを原則とする。

dクラブが基本報酬480万円（年額）未満の条件でプロＡ契約締結の意思を示した場合、選手は自らの選択
において、プロＢ契約の締結を請求することができる。

④最終提示額証明書の発行

クラブは選手との契約を更新しないことが確定したとき、当該選手に対し、ただちに、最終的に提示した報
酬額を明記した「最終提示額証明書」（書式Ｃ）を発行し、同書類をＪリーグに提出しなければならない。

⑤移籍リストへの登録

aクラブがプロＡ契約を提示したが、交渉が決裂した場合、クラブは、専属交渉期間中であっても、ただち
に当該選手の移籍リストへの登録申請を行なわなければならない。また、移籍リストに登録された選手は、
現所属クラブから申し入れがあった場合に限り、当該クラブと再度交渉することができる。その場合、ク
ラブは当初提示した報酬額を減額することができる。

s専属交渉期間内に契約条件の最終合意に至らなかったが、選手に契約締結の意思がある場合、選手の希望
により移籍リストへの登録を延期することができる。

dクラブがプロＢ契約の提示をした場合、クラブは選手の希望があれば、当該選手の移籍リストへの登録申
請を行なわなければならない。その場合、クラブの当該選手に対する契約締結義務は消失する。また、当
該選手は移籍リストに登録されたとしても、クラブと交渉を続けることができるが、クラブは当初提示し
た報酬額を減額することができる。

図－５＜プロＣ契約３年経過後にプロＡ契約への契約変更を通知する場合＞

〔11/30または 
契約満了2ヶ月前まで〕 

〔12/31または 
契約満了1ヶ月前まで〕 

決裂 
移籍 

合意 

プロA契約締結 

クラブが基本報酬 
480万円以上のプロ 
A契約への変更を 
選手に通知 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

基本報酬480万円以上の提示の場合 

※基本報酬480万円以上のプロA契約を提示された場合、原 
　則として選手はクラブと契約を締結しなければならない 

〔11/30または 
契約満了2ヶ月前まで〕 

〔12/31または 
契約満了1ヶ月前まで〕 

決裂 プロB契約 
締結または 
移籍 

合意 

プロA契約締結 

クラブが基本報酬 
480万円未満のプロ 
A契約への変更を 
選手に通知 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

基本報酬480万円未満の提示の場合 

※基本報酬480万円未満のプロA契約を提示された場合、 
　選手はプロB契約を選択できる 
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図－６＜プロＣ契約３年経過後にプロＢ契約への契約変更を通知する場合＞

1－13 プロＢ契約からプロＡ契約に変更する場合の手続き
プロＢ契約からプロＡ契約に変更する場合の手続きは、プロＡ契約を更新する場合（1－8①～⑦）と同様

とする。

1－14 プロＡ契約からプロＢ契約に変更する場合の手続き
プロＡ契約からプロＢ契約に変更する場合の手続きは、プロＢ契約を更新する場合（1－8①～⑥、⑧）と

同様とする。

2．登録

2－1 ＪＦＡへの登録

①登録

クラブは、ＪＦＡ、地域サッカー協会および都道府県サッカー協会が主催する試合ならびにＪリーグを含む
ＪＦＡの下に置かれる各種連盟が主催する試合に参加するために、チームおよびその所属選手をＪＦＡへ登録
しなければならない。

②加盟チームの種別

ＪＦＡに加盟登録するチームは、以下のとおり種別される。
a第１種：年齢を制限しない選手により構成されるチーム
s第２種：18歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を
適用しない。

d第３種：15歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適
用しない。

f第４種：12歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適
用しない。

g女　子：女子の選手により構成されるチーム
hシニア：40歳以上の選手により構成されるチーム

上記に定める年齢は、当該年度開始日の前日（３月31日）現在の年齢とする。

③選手の登録区分

aＪＦＡに登録する選手は、アマチュアとプロに区分される。
s年度の初めにプロ選手として登録する場合、次の書類をＪＦＡに提出し、2－1④の申請料を支払う。
イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）
ロ．選手契約書の写し（ＪクラブはＪリーグに提出する。ＪＦＡはＪリーグから受け取り、保管する。）

d年度の途中にアマチュアからプロに変更する場合、次の書類をＪＦＡに提出し、2－1④の申請料を支払
う。
イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）
ロ．選手契約書の写し（ＪクラブはＪリーグに提出する。ＪＦＡはＪリーグから受け取り、保管する。）

fプロからアマチュアに変更する場合、「選手登録区分申請書」（書式第１号）をＪＦＡに提出し、2－1④
の申請料を支払う。

④選手登録区分申請料

選手は、次に定める選手登録区分申請料をＪＦＡに支払わなければならない。
aプロ選手：10,000円／年度

〔11/30または 
契約満了2ヶ月前まで〕 

〔12/31または 
契約満了1ヶ月前まで〕 

決裂 
移籍 

合意 

プロB契約締結 

クラブと選手が 
契約条件について 
交渉 

クラブが基本報酬480 
万円未満のプロB契約 
への変更を選手に通知 
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sアマチュア選手→プロ選手：10,000円／回
dプロ選手→アマチュア選手：5,000円／回

⑤登録年度

aＪ１、Ｊ２、ＪＦＬの第１種チームおよび所属選手：２月１日より翌年１月31日までの１年間
s上記a以外のチームおよび所属選手　　　　　　　：４月１日より翌年３月31日までの１年間

⑥Ｊ１，Ｊ２，ＪＦＬの第１種チームおよび選手の登録手続き

aＪＦＡは、次年度登録用の「チーム確認カード」を、12月末までにクラブに送付する。
sクラブは、ＪＦＡが指定した申請期日までに、チームの「継続登録申請」および「追加登録申請」を行な
う。

dクラブは都道府県サッカー協会が定める登録料（分担金）を同協会に支払う。
f都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。
gプロ選手を登録する場合は、「2－1ＪＦＡへの登録③s」による。

⑦その他のチームおよび選手の登録手続き

aクラブは毎年所属都道府県サッカー協会の指定する期日までに、保有するチームの「継続登録申請」を行
う。

sクラブは都道府県サッカー協会が定める登録料（分担金）を同協会に支払う。
d都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。
fプロ選手を登録する場合は、「2－1ＪＦＡへの登録③s」による。
gＪＦＡ主催の競技会に参加するためには、上記aからdにかかわらず、その競技会が開始される期日まで
に登録手続きを完了し、ＪＦＡが承認していなければならない。

⑧外国籍選手の登録

a海外のサッカー協会に登録している外国籍選手を登録する場合は、5－1海外からの国際移籍の手続き②
に基づき手続きを行う。

s海外のサッカー協会に登録していない外国籍選手を日本で初めて登録する場合、クラブは次の書類をＪＦ
Ａに提出しなければならない。
イ．｢外国籍選手登録申請書（外国で登録していなかった選手）｣（書式第７号）
ロ．自治体が発行する「外国人登録証明書」の写し

⑨JFA基本規程第69条に該当する選手の登録

a日本で生まれ、次のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、外国籍選手とはみなさな
い。ただし、１チームにつき１名に限る。
イ．学校教育法第１条に定める学校において、教育基本法第４条に定める義務教育中の者または義務教育
を終了した者
ロ．学校教育法第１条に定める高等学校または大学を卒業した者

s外国籍扱いしない選手を登録する場合、クラブは、次の書類をＪＦＡに提出し、理事会の承認を得なけれ
ばならない。
イ．｢外国籍選手登録申請書（第69条に該当する選手）｣（書式第８号）
ロ．自治体が発行する「外国人登録証明書」の写し

2－2 リーグへの届出
チームが所属するリーグへの選手、スタッフ等の届出は、それぞれのリーグが定める手続きに従って行う。

3．国内移籍

3－1 移籍の種類

①アマチュア選手がアマチュア選手として移籍

a選手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問
わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。

②プロ選手がアマチュア選手として移籍

a選手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該選手との契約に基づく根拠がない限り、当該移籍につい
て異議を申し立てることができず、かつ、名目のいかんを問わず、移籍に関し対価を請求することができ
ない。

sアマチュア選手として移籍した選手は、ＪＦＡが移籍を承諾した日から３年間、移籍元クラブの承諾を得
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ない限り、いかなるクラブともプロ契約ができない。
d上記sの承諾をする場合、移籍元クラブは、移籍先クラブに対し、トレーニング費用または移籍金を請求
することができる。

③アマチュアの選手がプロ選手として移籍

選手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該移籍について、異議を申し立てることができない。ただし、
ＪＦＡ規程に定められたトレーニング費用を請求することができる。

④プロ選手がプロ選手として移籍

aクラブが他クラブの選手を獲得したい場合、選手と交渉する前に、移籍元クラブの書面による承諾を得な
ければならない。

s選手が移籍を希望する場合、他クラブと交渉する前に、移籍元クラブの書面による承諾を得なければなら
ない。

d移籍リストに登録された選手の移籍に関しては、上記a、sは適用されない。
fプロ選手契約の期間満了後30ヶ月以内に行われる移籍に関し、移籍元クラブは、移籍先クラブに対しては、
「3－2移籍金」に定められた移籍金を請求することができる。
gプロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍金その他移籍にともなう補
償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。

3－2 移籍金

①移籍金

aプロ選手がプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍金を請求できる。
sプロ選手が契約期間満了後30ヶ月以内にプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移
籍金を請求できる。

d選手がアマチュアとして移籍する場合、移籍金は発生しない。ただし、プロ選手がアマチュア選手として
移籍し、移籍承諾日から３年以内にプロ契約をした場合、移籍元クラブはプロ契約を締結したクラブに移
籍金を請求できる。

fアマチュア選手がプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに「トレーニング費用」を
請求できる。

②移籍金の上限

aプロＡ選手
イ．契約期間中に移籍する場合　　　　　　　　　　　　：　クラブ間の合意による
ロ．契約更新時にクラブがプロＡ契約を提示した場合　　： ［移籍金算出基準］による
ハ．契約更新時にクラブがプロＡ契約以外を提示した場合：　30万円×在籍年数

sプロＢ選手：30万円×在籍年数。但し、契約更新時にクラブが基本報酬480万円以上のプロA契約を提示
した場合は［移籍金算出基準］による。

dプロＣ選手
イ．クラブが現契約条件を下回らない契約更新を提示したが、交渉の結果、クラブが移籍に合意した場合：
クラブが当該選手へ提示した平均基本報酬額に「移籍金算出基準」の年齢別係数を乗じた額

ロ．クラブが現契約条件を下回る契約更新を提示した場合：30万円×在籍年数
ハ．クラブが契約期間中に基本報酬480万円以上のプロＡ契約への契約変更を提示したが、交渉が決裂し
（現プロＣ契約を継続することとなり）契約満了前に再びプロＡ契約への契約変更を提示したが移籍す
ることとなった場合　：イ．と同様
ニ．クラブが契約期間中に基本報酬480万円未満のプロＡ契約への契約変更またはプロＢ契約への契約変
更を提示したが、現プロＣ契約を継続することとなり、契約満了後に移籍する場合：30万円×在籍年数

f社員選手　　　：30万円×在籍年数
gアマチュア選手：｢トレーニング費用請求基準｣による（プロ選手として移籍する場合に限る）

3－3 国内移籍の手続き

①登録抹消申請

a移籍元クラブは「登録抹消申請」を行なう。
s都道府県サッカー協会は毎週水曜日の12：00までにクラブから申請のあった登録抹消に対して、不備がな
いことを確認し、承認する。

X：移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬（年額）
Y：移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬（年額）

平均基本報酬額＝（Ｘ＋Ｙ）÷2
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dＪＦＡが最終確認の上、承認する。

②移籍承諾番号の発行

a移籍先クラブは移籍元クラブに「移籍承諾番号発行依頼書」（書式Ｄ）を提出する。
s移籍元クラブは「登録抹消申請」の際に発行した「移籍承諾番号」を移籍先クラブに通知する。

③移籍の申請・承認

a移籍先クラブは「追加登録申請」の際、移籍元クラブから通知された「移籍承諾番号」を入力し、申請を
行う。

sクラブは都道府県サッカー協会が定める登録料（分担金）を同協会に支払う。
d年度の初めにプロ選手が移籍する場合は、「2－1ＪＦＡへの登録③s」による。
f年度途中にプロ選手が移籍する場合、移籍先クラブは、選手契約書の写しを添えてＪＦＡに提出する。
（ＪクラブはＪリーグに提出する。ＪＦＡはＪリーグより受け取り、保管する。）
gプロ選手がプロ選手として移籍する場合、移籍先クラブは、次の書類をＪＦＡに提出する。
イ．「移籍金通知書」（書式第13－１号）
ロ．移籍金に関する契約書等の写し

hプロ選手がアマチュア選手として移籍する場合、「選手登録区分申請書」（書式第１号）をＪＦＡに提出し、
2－1④の申請料を支払う。

j都道府県サッカー協会は毎週水曜日の12：00までにクラブから申請のあった移籍および追加登録に対し
て、不備がないことを確認し、承認する。ＪＦＡは同週の金曜日に登録を承認し、移籍先クラブ、所属リ
ーグへ通知する。

4．国内の期限付移籍

4－1 期限付移籍の手続き

①期限付移籍契約書の締結

期限付移籍を行う場合、移籍元クラブ、移籍先クラブ、選手の三者は、ＪＦＡ指定の「期限付移籍契約書」
によって契約を締結する。

②移籍先クラブと選手との選手契約の締結

a移籍先クラブと選手は、移籍元クラブと選手が締結している選手契約（以下「原契約」という）の期間内
で、新たな選手契約（以下「移籍先クラブ選手契約」という）を締結する。

s移籍先クラブ選手契約の種類は、原契約と同じ種類とする。
d移籍先クラブ選手契約の基本報酬は、原則として原契約と同条件とする。

③移籍手続き

移籍先クラブへの移籍の手続きは、3－3 国内移籍の手続き と同様とするが、移籍先クラブが「移籍先クラ
ブ選手契約」の写しをＪＦＡに提出する際に、「期限付移籍契約書」の写しを添付しなければならない。

④移籍元クラブへの再移籍

a年度終了時に期限付移籍の期間が満了した場合、選手は自動的に移籍元クラブへ再移籍される。
s年度途中に期限付移籍の期間が満了した場合、移籍先クラブは登録抹消手続きを行い、移籍元クラブは追
加登録の手続きを行わなければならない。

d期間を延長する場合や完全移籍に変更する場合は、期間満了前に移籍元クラブ、移籍先クラブ、選手の三
者が合意し、署名、捺印した書面にてＪＦＡへその旨を通知する。
※なお、海外の期限付移籍についてはこの限りではない。

4－2 期限付移籍の移籍金

①期限付移籍の移籍金

期限付移籍を行う場合の移籍金は、移籍先クラブ、移籍元クラブの合意によって決定する。

②期限付移籍期間満了後の完全移籍

期限付移籍の期間満了後、選手が希望し、移籍先クラブに完全に移籍する場合、移籍元クラブが請求できる
移籍金の上限は、次のとおりとする。
a移籍元クラブが原契約更新を希望する場合：選手と移籍先クラブとが合意した基本報酬年額に年齢係数の

２分の１を乗じた額（ただし、プロＣ選手の場合はプロＣ契
約の移籍ルールに従う）
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s移籍元クラブが原契約更新を希望しない場合：移籍金は発生しない

4－3 原契約の更新手続き

移籍期間中に原契約の更新手続きを行う時期が到来した場合、移籍元クラブが必要な更新手続きを行う。た
だし、4－2②の完全移籍が既に合意されている場合は、移籍先クラブが行う。

4－4 期限付移籍中の契約変更手続き

a移籍期間中にプロＣ選手がプロＡ契約締結条件を満たした場合、1－10 年度途中の契約変更 に基づき、
移籍元クラブがその手続きを行う。

s上記aにより、原契約が変更された場合、移籍先クラブにおいても、移籍先クラブ選手契約を同様に変更
する。

5．海外移籍

5－1 海外からの国際移籍の手続き

①国際移籍証明書の発行

a移籍先クラブ（国内）は、海外のサッカー協会に「国際移籍証明書」を発行させるために、ＪＦＡに次の
書類を提出し、申請料（10,500円）を支払う。
イ．「国際移籍証明書発行申請書」（書式第９号）
ロ．選手の経歴書
ハ．選手契約書の写し（プロのみ）

sＪＦＡは、海外のサッカー協会に「国際移籍証明書」発行依頼を打電する。
d海外のサッカー協会は、当該移籍について移籍元クラブ（海外）へ確認後、「国際移籍証明書」を発行し
ＪＦＡへ送付する。

②移籍の申請・承認

a移籍先クラブは、「継続登録申請」または「追加登録申請」を行ない、次の書類を都道府県サッカー協会
に提出する。
イ．「国際移籍選手登録申請書」（書式第６号）
ロ．「国際移籍証明書」の写し
ハ．パスポートの写し
ニ．自治体が発行する「外国人登録証明書」の写し（日本人の場合は「住民票」の写し）

sクラブは都道府県サッカー協会が定める登録料（分担金）を同協会に支払う。
d都道府県サッカー協会は上記aの書類を受付けた後、全ての書類を移籍先クラブに渡し、（場合によって
は、都道府県サッカー協会からＪＦＡに直接送られる）申請を確認し、承認する。

f移籍先クラブは、上記dで渡された書類をＪＦＡに提出し、「プロ選手として登録する場合は、「２－１Ｊ
ＦＡへの登録③s」による。
イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）
ロ．選手契約書の写し

g選手登録区分をプロからアマチュアに変更して登録する場合、移籍先クラブは、上記dで渡された書類に
次の書類を添えてＪＦＡに提出し、２－１④の申請料を支払う。
イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）

hＪＦＡは海外のサッカー協会が発行した「国際移籍証明書」およびクラブからの書類が全て届いた後、承
認を行なう。

5－2 海外への国際移籍の手続き

①国際移籍証明書の発行

a移籍元クラブ（国内クラブ）は、国際移籍証明書発行のために、次の書類をＪＦＡに提出し、申請料
（5,250円）を支払う。
イ．「国際移籍証明書発行申請書」（書式第９号）
ロ．都道府県サッカー協会承認済の「登録抹消申請」の写し

sＪＦＡは、海外のサッカー協会の要請があった後、「国際移籍証明書」を発行し、海外のサッカー協会へ
送付し、その写しを移籍元クラブへ送付する。

②契約途中で海外移籍する場合の補償金の通知

契約途中で海外移籍した場合、移籍元クラブ（国内クラブ）は「契約途中での海外移籍に関する補償金通知
書」（書式第13－２号）をＪＦＡに提出する。
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6．移籍金算出基準

6－1 移籍金の算出方法

移籍金の金額は、当該選手の平均基本報酬額に年齢別係数を乗じた額とする。

①平均基本報酬額

平均基本報酬額は次の計算式により算出する。

②年齢別係数

③リーグ昇降格によりクラブがリーグを移動する場合の係数の適用

aクラブが上位のリーグへ昇格する場合、当該クラブの所属リーグは、昇格が決定した日から上位のリーグ
の所属として取り扱う。（例：Ｊ２のクラブがＪ１に昇格する場合、昇格が決定した日からＪ１のクラブ
とする）

sクラブが下位のリーグへ降格する場合、当該クラブの所属リーグは、降格が決定した日から下位のリーグ
の所属として取り扱う。（例：Ｊ１のクラブがＪ２に降格する場合、降格が決定した日からＪ２のクラブ
とする）

④移籍元クラブが次期基本報酬について30％を超える減額を申し出た場合の、移籍金の取扱い

6-1①の算出方法による金額と、下表による金額のうち、低い方を移籍金の上限とする。

⑤端数の処理

算出された移籍金の金額に千円未満の端数が生じたときは、千円に切り上げる。

6－2 税金の取扱い

移籍元クラブと移籍先クラブとの間で合意された移籍金の金額に関し、別段の定めがない限り、当該金額に
は一切の税金が含まれる。

6－3 支払方法

移籍金は、原則として、移籍に関する契約の成立後30日以内に、移籍先クラブから移籍元クラブに対し、現
金をもって一括して支払う。ただし、両クラブが合意したときは、分割払いとすることができる。

7．トレーニング費用請求基準

7－1 適用

アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合にトレーニング費用が適用される。

平均基本報酬額＝（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）÷3
X：移籍元クラブにおける現在の基本報酬（年額）
Y：移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬（年額）
Z：移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬（年額）

X：移籍元クラブにおける現在の基本報酬（年額）
Y：移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬（年額）

移籍先クラブ 

移籍元クラブ 

満16歳以上 満22歳未満 

満22歳以上 満25歳未満 

満25歳以上 満28歳未満 

満28歳以上 満30歳未満 

満30歳以上 　　　　　 

 

J1

 

J2 

10.0 

8.0 

6.0 

3.0 

0

 

JFL

 

J1 

2.5 

2.0 

1.5 

0 

0

 

J2

 

JFL

 

J1

 

J2

 

JFL 

9.0 

4.0 

3.0 

1.5 

0

J1 J2 JFL

※表中の年齢はJFAが移籍を承認した日の年齢 
※年齢別係数が「０」となる年齢は、2004年12月１日より「満30歳以上」へ変更となり、以後、３年間据え置いた後、 
　2007年度以降の対応については別途決定する。 
※地域リーグ、都道府県リーグのクラブは、表中のJFLの係数を適用する。 

2.5 

2.0 

1.5 

0 

0

9.0 

4.0 

3.0 

1.5 

0

 

Yの金額がXの金額を下回る割合 

30%以下 

30%超 50%以下 

50%超 

0%（「0」提示の場合） 

移籍金の上限 

上記の算出方法による 

Xの金額 

30万円×在籍年数 

移籍金は発生しない 
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7－2 トレーニング費用

トレーニング費用の上限金額は、選手が在籍したチーム（営利法人、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人また
は学校教育法第１条に定める学校およびそれに準ずる団体で本協会が認定したもの）における満15歳の３月31
日翌日の４月１日から満22歳の３月31日までの在籍期間１年につき、次に定める金額とする。

aプロ契約締結以前の在籍団体は上記金額の請求権を持つが、プロ契約締結の拒否権はない。
s在籍期間が１年に満たない場合は１年とみなして計算する。ただし、在籍期間の合計が１年未満のチーム
は当該費用の請求権を持たない。

dプロ契約締結以前の在籍団体への連絡はプロ契約を締結したクラブが行う。

7－3 トレーニング費用の請求手続き

トレーニング費用の請求手続きは、ＪＦＡが別途定める「トレーニング費用に関する運用基準」によるもの
とする。

8．支度金

8－1 支度金

クラブは新規採用した選手または移籍した選手に対し、Ｊリーグ理事会が制定する「支度金支給基準規程」
の金額を上限に、支度金を支払うことができる。

8－2 支度金支給基準規程

①支給時期

a初めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。
sプロ契約選手として移籍するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ。

②支払対象区分

a独身者
s妻帯者（配偶者のみ）
d妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合

③支度金該当費目

a住居費
s家具等
d子供用品等
f自動車

④その他

クラブは選手に対し、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することができる。

直前の在籍団体 

2つ前以前の在籍団体 

4年まで 

30万円 

15万円 

5年以降 

15万円 

15万円 

費目　支払対象 

住居費 

子供用品等 

 

 

電化製品 

その他の家具等 
家具等 

自動車 

合計 

独身者 

80（1DK） 

0 

 

 

 

380

妻帯者（同居扶養家族有） 

150（3LDK） 

50 

 

 

 

500

妻帯者（配偶者のみ） 

100（2DK） 

0 

100 

100 

100 

400

（単位：万円） 
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―用語―
■ＦＩＦＡ 「Fédération Internationale de Football Association（国際サッカー連盟）」の略称
■ＡＦＣ 「Asian Football Confederation（アジアサッカー連盟）」の略称
■ＪＦＡ 「財団法人日本サッカー協会」の略称
■Ｊリーグ 「社団法人日本プロサッカーリーグ」の略称
■Ｊ１ 「Ｊリーグディビジョン１」の略称。日本のトップに位置するリーグ
■Ｊ２ 「Ｊリーグディビジョン２」の略称。Ｊ１の下に位置するリーグ
■ＪＦＬ 「日本フットボールリーグ」の略称。Ｊ１、Ｊ２に所属するチームを除く、

第１種チームによる全国リーグ
■クラブ 複数のチームを保有する団体
■年度 JFAの登録年度の略。Ｊ１、Ｊ２、JFLは２月１日から翌年１月31日まで

その他は４月１日から翌年３月31日まで
■アマチュア アマチュア選手のＪＦＡにおける登録区分
■プロ プロ選手のＪＦＡにおける登録区分
■プロ契約 プロ選手が締結した選手契約の総称
■プロＡ契約 「日本サッカー協会選手契約書（プロＡ契約書）」の略
■プロＢ契約 「日本サッカー協会選手契約書（プロＢ契約書）」の略
■プロＣ契約 「日本サッカー協会選手契約書（プロＣ契約書）」の略
■統一契約 プロＡ契約、プロＢ契約、プロＣ契約の総称
■選手 ＪＦＡに登録している全ての選手
■プロＡ選手 プロＡ契約を締結した選手
■プロＢ選手 プロＢ契約を締結した選手
■プロＣ選手 プロＣ契約を締結した選手
■統一契約選手 プロＡ選手、プロＢ選手、プロＣ選手の総称
■社員選手 アマチュア以外の選手で法人と雇用契約のみ締結している選手（プロ選手

とはいわない）
■基本報酬（固定報酬） 選手の個人成績や所属クラブの成績に関係なく、決まって支払われる報酬。

給料と同じように、毎月同じ額が支払われる
■変動報酬 実績に応じて支払われる報酬
■出場プレミアム 選手の試合出場実績に応じて支払われる報酬
■勝利プレミアム 各試合の勝利や引き分け等の結果によって支払われる報酬
■成果プレミアム 各大会の成績に応じて支払われる報酬
■特別プレミアム 日本代表チームへの選出、個人表彰受賞、出場報酬の支給対象試合になっ

ていない試合の出場等に対する報酬
■契約更新 クラブと選手が契約満了後に同種類の契約を締結すること
■契約変更 クラブと選手が現在締結している契約と別種類の契約を締結すること
■移籍 選手が所属しているチームから別のチームに所属を変更すること
■移籍リスト 移籍をする選手、および契約満了後の所属チームが決定していない選手が

登録されるリスト
■移籍元チーム 選手が現在所属しているチームまたは移籍前に所属していたチームをい

い、移籍の際に使われる
■移籍先チーム 選手が移籍しようとするチーム
■移籍元クラブ 移籍元チームを保有しているクラブ
■移籍先クラブ 移籍先チームを保有しているクラブ
■期限付移籍 期限を決めて移籍し、期限が到来したら、移籍元チームへ再移籍すること

を前提とする移籍
■移籍金 プロ選手が移籍する際に発生する補償金
■移籍金算出基準 プロＡ選手が移籍する際の移籍金の上限を算出する基準
■トレーニング費用 アマチュア選手がプロ選手として移籍する際、その選手が育成された過去

の在籍団体に、移籍先クラブから支払われるもの
■トレーニング費用請求基準 トレーニング費用の上限、支払い方法等を明記した規準
■支度金 初めて統一契約を締結したときや、他のクラブへ移籍する際に、選手の生

活環境を整えるためにクラブから選手に支払われる費用
■支度金支給基準規程 支度金の上限を定めた規程。Ｊリーグ理事会が定める




